（作成例）
●●●事業所
運営規程
社会福祉法人●●／株式会社●●


これはあくまで作成例のため、この通りの内容や体裁にする必要はありません。作成にあたっては以下ご留意ください。





江東区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第３条及び第４条に定める以下一～十一の内容が盛り込まれているか。	


一　　乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針			


二　　提供する乳児等通園支援の内容					


	三　　職員の職種、員数及び職務の内容					


	四　　乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない


日


	五　　保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額


　　　　（キャンセル料含む）


六　　一時間当たりの利用定員						


	七　　乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他


の利用に当たっての留意事項					


	八　　緊急時等における対応方法						


九　　非常災害対策								


	十　　虐待の防止のための措置に関する事項				


	十一  その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項		


(２)　江東区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第３条及び第４条に基づく苦情対応のための窓口の設置、その他の必要な措置の内容が盛り込まれているか。					


(３)　各種申請書類と一致した内容になっているか。（所在地、開所時間、職員配置（体制）等）


※認可申請時は重要事項説明書との一致についても確認すること。


(４)　職員の職種、員数は第２号様式または第３号様式と整合性がとれているか。	


(５)　乳児等通園支援事業認可申請書（第１号様式）や乳児等通園支援事業実施計画書（一般型/余裕活用型）、職員の構成（第２号様式）などの各種申請書及び重要事項説明書と内容が一致していること。
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